
資料３ 

グローバルＣＯＥプログラム委員会規程 

 

平成１８年１０月 １日 規程第１７号 

改正：平成１９年 ４月 １日 規程第 ８号 

改正：平成１９年１１月１３日 規程第２０号 

 

（目的） 

第１条 この規程は、独立行政法人日本学術振興会研究拠点形成費等補助金審査等業務

規程（平成１５年１０月１日規程第３０号）第３条第２項の規定に基づき、グローバル

ＣＯＥプログラム委員会（以下「委員会」という。）の組織及びその運営について

定めることを目的とする。 

 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、独立行政法人日本学術振興会理事長（以下「理事長」という。）

の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。 

 一 研究拠点形成費等補助金（研究拠点形成費）（以下「補助金」という。）の

審査及び評価に関する事項 

 二 その他理事長が必要と認める事項 

 

（組織） 

第３条 委員会は、委員３０人以内で組織し、委員は、大学の学長及び教員並びに学

識経験を有する者のうちから、別途設ける選考会議委員等の推薦を受けた者につい

て、理事長が選考会議の意見を聴いて任命する。 

２ 委員会に専門の事項を調査するため、専門委員を置く。 

３ 専門委員は、大学の教員及び専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、理

事長が委員会の意見を聴いて任命する。 

 

（委員の任期等） 

第４条 委員の任期は、１年とし、その欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものと

する。 

４ 委員及び専門委員は、非常勤とする。 

 

（守秘義務等） 

第５条 委員又は専門委員は、審査に関する秘密を他に漏らしてはならない。 

２ 理事長は、委員又は専門委員が前項の規定に違反した場合、その他委員又は専門

委員たるに相応しくないものと認めたときは、当該委員又は専門委員の委嘱を解く

ことができる。 
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（委員長及び副委員長） 

第６条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。 

２ 委員長は、委員会の会務を総理する。 

３ 委員長の指名により、副委員長を置くことができる。副委員長は、委員長を補佐

し、委員長に事故があるときは、その職務を代理し、委員長が欠けたときはその職

務を行う。 

 

（議事） 

第７条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができな

い。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の

決するところによる。 

４ 委員は、自己の関係する大学に関する事案については、その議事の議決に加わる

ことができない。 

 

（部会） 

第８条 委員会に、調査審議を分担させるため、必要に応じ、次の部会を置く。 

 一 生命科学審査・評価部会 

 二 化学、材料科学審査・評価部会 

 三 情報、電気、電子審査・評価部会 

 四 人文科学審査・評価部会 

 五 医学系審査・評価部会 

 六 数学、物理学、地球科学審査・評価部会 

 七 機械、土木、建築、その他工学審査・評価部会 

 八 社会科学審査・評価部会 

 九 学際、複合、新領域審査・評価部会 

２ 委員会は、必要に応じて調査審議のため、上記以外の部会を置くことができる。 

３ 部会は、調査審議の結果について委員会に報告する。 

４ 部会に分属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。 

５ 部会の議事については第７条第１項から第４項の規定に準用する。この場合にお

いて、「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「委員及び専門委

員」と読み替えるものとする。 

 

（部会長及び副部会長） 

第９条 各部会に部会長及び副部会長を置く。 

２ 部会長は、部会に分属する委員の中から委員長が指名する。 

３ 部会長は、部会の会務を掌理する。 

４ 副部会長は、当該部会に分属する委員及び専門委員の中から委員長が指名する。 
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５ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理し、

部会長が欠けたときはその職務を行う。 

（部会長会議） 

第１０条 委員会に、第８条の部会相互間の連絡調整又は調査審議の結果について総

合調整を行う必要があるときは、部会長会議を置くことができる。 

２ 部会長会議は、委員長が招集し、議長となる。 

３ 部会長会議は、副委員長、部会長の他、委員長が指名する委員及び専門委員をも

って構成員とする。 

４ 部会長会議は、構成員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することが

できない。 

５ 部会長会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決

するところによる。 

６ 部会長会議の構成員は、自己の関係する大学に関する事案については、その議事

の議決に加わることができない。 

７ 部会長会議は、総合調整の結果を委員会に報告する。 

 

（意見の聴取） 

第１１条 委員会において必要と認める場合には、委員及び専門委員以外の学識経験

のある者に意見を求めることができる。 

 

（雑則） 

第１２条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会

が定める。 

 

   附 則 

１ この規程は、平成１８年１０月１日から施行する。 

２ この規程の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第４条第１項の規定にか

かわらず、平成１９年９月３０日までとする。 

 

   附 則 （平成１９年規程第８号改正） 

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

  

   附 則 （平成１９年規程第２０号改正） 

この規程は、平成１９年１１月１３日から施行する。 

 

 

 

 


